
Withコロナ時代
『新しい調剤薬局の続け方』

事業承継支援センター
（商標登録　第６０７４３６０号）



株式会社 事業承継支援センター
代表取締役  平野　拓矢

福岡市中央区白金 1-3-1-3 階　TEL：092-522-7004
Email：jsc@jigyou-syoukei.co.jp

1

2

本資料は、無断コピー・配布・転用・インターネット上への
公開を禁じますのでご注意下さい。 © BSSC Co., Ltd. All Rights Reserved事業承継支援センター

（商標登録　第６０７４３６０号）

本資料は、無断コピー・配布・転用・インターネット上への
公開を禁じますのでご注意下さい。 © BSSC Co., Ltd. All Rights Reserved事業承継支援センター

（商標登録　第６０７４３６０号）

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、弊社は事業承継支援を専門とする会社で、今年創業15年目を迎えます。
　近年はあらゆる業種で、後継者不足による事業承継の問題が顕在化しています。

　調剤薬局業界においては、①コロナ禍による処方箋の減少、②ドラッグストアの参入等、6万軒を超える店舗数に
よる競争激化、③8月1日から始まる「地域連携薬局の機能」と「専門医療機関連携薬局の機能」の認定制度への対応、
④調剤報酬や薬価差益の引き下げ、⑤在宅診療への対応、⑥オンライン服薬指導への対応、⑦慢性的な薬剤師不足、
⑧自局及び処方元の後継者不在問題など、厳しい経営環境にあります。

　このような中、水面下では調剤薬局業界の再編等が既に始まっています（個店薬局、令和元年度に200軒以上減少
「薬局新聞2021年4月14日号」）。
　特に小規模事業者と大手チェーンとの経営基盤の差が大きくなってきている今、小規模店は「競争」による生き残り
から脱却し、M&Aによる「共存」を検討する機会が増えてきています。

　Withコロナ時代の調剤薬局の続け方について、具体的な解決を図りたいとお考えの方は弊社までお気軽にお問い
合わせください。

　末筆になりますが、貴局のご発展を祈念いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬  具 

　下図は、令和2年 2月 28日厚生労働省・医政局にて開催された「第18回医療計画の見直し等に関する検討会」
の資料の一部です。 令和 2 年に始まったコロナ禍ですが、実は 2015 年の時点で多くの地域で外来患者は
ピークを迎えていたことがわかります。このような市場において競争が激化している最中に現在のコロナ禍と
いう状況をむかえています。
　そして、『今後、患者は戻ってくるか ?』の問いに対しては、患者の高齢化、地域住民の減少に伴い楽観的に構える
のは経営戦略上賢明とはいえません。一国一城の主であり続けることも一つの選択ですが、外部との提携により
資本・人材・ノウハウ等の供給を受けながら「引き続き薬剤師として地域の医療・介護に関わっていく形」につい
て積極的に検討していく時代となっています。

ご 案 内

情報提供

【二次医療圏ごとの外来患者推計のピーク】 【二次医療圏ごとの入院患者推計のピーク】

出典：令和2年2月28日　外来医療を取り巻く現状と検討の方向性について P24・P25
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No. 博多駅からの距離 薬　　局　　名 法　人　名

1 0.042km ●●調剤薬局 JR九州筑紫口ビル店 株式会社 A
2 0.042km ●●博多駅支店 株式会社 B
3 0.042km ●●調剤薬局 博多駅ビル店 株式会社 C
4 0.119km ●●薬局 筑紫口店 株式会社D
5 0.154km ●●薬局 KITTE博多店 株式会社 E
6 0.192km ●●薬局 都ホテル博多店 株式会社 F
7 0.213km ●●薬局 博多バスターミナル店 株式会社 G
8 0.216km ●●薬局 センタービル店 株式会社D
9 0.224km ●●調剤薬局 株式会社H
10 0.239km ●●薬局 博多駅前店 株式会社 I

413 4.945km ●薬局 内橋 株式会社O
414 4.949km ●●薬局 有限会社 A
415 4.975km ●●薬局 別府 株式会社 O

No. 熊本駅からの距離 薬　　局　　名 法　人　名

1 0.311km ●●薬局 熊本駅前支店 A合資会社
2 0.323km ●●薬局 株式会社 A
3 0.528km ●●薬局 株式会社 B
4 0.586km ●●薬局 有限会社 A
5 0.700km ●●薬局 有限会社 B
6 0.759km ●●薬局 春日店 有限会社 C
7 0.789km ●●薬局 田崎店 有限会社D
8 0.806km ●●薬局 有限会社 E
9 0.821km ●●薬局 有限会社 F
10 0.829km ●●薬局 春日店 C株式会社

194 4.920km ●●調剤薬局 浜線店 G株式会社
195 4.947km ●●薬局 株式会社H
196 4.949km ●●調剤薬局 株式会社 I

■博多駅 (半径5km圏内) ■熊本駅 (半径5km圏内)

　現在、全国の薬局数は60,171軒と、ついに 6万軒を超えました ( 薬局新聞・令和3年3月17日号 )。
　そこで、私共に比較的馴染みのある「博多駅」、「熊本駅」から半径5km圏内にどれだけの薬局が存在しているかを調べてみた
ところ、上記の様な結果となりました (博多駅周辺 415軒、熊本駅周辺 196軒 )。
　なお、福岡県全体では2,863軒、熊本県全体では853軒の調剤薬局が存在しており、これらのうち同一県内で単店舗の薬局は
福岡899件 (31.4%)、熊本319件 (37.4%)となっています※。
　既に水面下では調剤薬局の経営統合は進んでおり、今後は再編による寡占化が進むことが予想されています。

(※各地方厚生局の2021年 1月 1日の現況より弊社で集計 )

競争激化

調剤薬局が抱えている経営課題

競争激化
→ ドラッグストアの参入による影響
→ 調剤薬局の店舗数は6万軒を超え(薬局新聞R3.3.17号 )、
　 コンビニエンスストアの店舗数を上回る。

調剤報酬改定への対応
→ 受付回数及び集中率による算定額の引き下げ

在宅診療への対応
→ 在宅診療に対応するための人材・営業力・ノウハウの獲得

オンライン服薬指導の対応
→ 事前のオンライン資格確認への対応
→ オンライン服薬指導支援ツールの選定・導入・稼働

薬剤師の確保難
→ 働き方改革による必要人員増への対応
→ 慢性的な薬剤師不足(なお、有効求人倍率は低下傾向)

後継者不在
→ 後継者不在による先行き不安

処方元医療機関の院長の高齢化問題
→ 後継者問題が顕在化
→ 閉院する場合、応需薬局にとっては死活問題 ( 出典：薬局店舗数『厚生労働省 衛生行政報告例の概要』、コンビニ店舗数『日本フランチャイズチェーン協会』）
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「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の
認定制度への対応
→「かかりつけ機能」プラス「在宅療養にも対応できる」薬局への転換
　（地域連携薬局）
→認定要件を満たす薬剤師の育成
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調剤技術料

調剤基本料
処方箋受付
1回につき

調剤基本料１
調剤基本料 2、3、特別調剤基本料に該当しない
または　医療資源の少ない地域に所在する保険薬局

42点

調剤基本料 2
下記のいずれかに該当 
1 処方箋受付回数月 4,000 回超かつ集中率 70％超 
2 処方箋受付回数月 2,000 回超かつ集中率 85％超 
3 処方箋受付回数月 1,800 回超かつ集中率 95％超 
4 特定医療機関の処方箋受付回数月 4,000 回超 
　 ※ 1. 保険薬局と同一建物内の保険医療機関は合算 
　 ※ 2. 同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険
　　　  医療機関が同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む

26点

調剤基本料 3
同一グループ薬局の処方箋受付 
回数の合計が月 3.5 万回超かつ下記のいずれかに該当 
1 集中率 85％超（同一グループ 月 4万回超、月 40万回超） 
2 集中率 95％超（同一グループ 月 3.5 万回超～4万回以下） 
3 特定医療機関と不動産の賃貸借関係 

①月3.5万回超　　　　
　40万回以下

21点

②月40万回超 16点

特別調剤基本料
次のいずれかに該当する保険薬局 
1 保険医療機関と特別な関係（敷地内）かつ 集中率 70％超 
2 調剤基本料に係る届出を行っていない 

9 点

分割調剤
長期投薬の分割調剤 　1分割調剤につき（1処方箋の 2回目以降） 5 点
後発医薬品の分割調剤　 1 分割調剤につき（1処方箋の 2回目のみ） 5点

地域支援体制加算 38 点
後発医薬品調剤体制加算１（調剤数量 75％以上） 15 点
後発医薬品調剤体制加算２（調剤数量 80％以上） 22点
後発医薬品調剤体制加算３（調剤数量 85％以上） 28 点
後発医薬品減算（調剤数量 40％以下） ▲ 2点

夜間・休日等加算 40 点

在宅患者調剤加算 15 点

薬学管理料

薬剤服用歴管理指導料

処方箋受付 1 回につき

1 3カ月以内に再来局（かつ手帳による情報提供） 43点

2  ①、③、④以外 57点

3 特別養護老人ホーム入所者 43点

4 情報通信機器を使用（月 1回まで、各加算は算定不可） 43点

かかりつけ薬剤師指導料 処方箋受付 1回につき 76点

かかりつけ薬剤師包括管理料 処方箋受付 1回につき 291 点

服用薬剤調整支援料１ 内服薬 6種類以上→ 2種類以上減少、月 1回まで 125 点

服用薬剤調整支援料２ 内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、
3月に1回まで

100 点

在宅患者訪問薬剤
管理指導料

月 4回（末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週 2回かつ月 8回）まで

1 単一建物患者 1 人 保険薬剤師
1人につき
週 40回まで

650 点

2 単一建物患者 2 ～ 9人 320 点

3 単一建物患者 10人以上（①および②以外） 290 点

在宅患者オンライン
服薬指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料を月 1回算定の患者、月 1回
まで、保険薬剤師 1人につき
週 10 回まで、各加算および在宅患者重複投薬・相互作用
等防止管理料は算定不可

57点

介護報酬

居宅療養管理指導費、
介護予防居宅療養管理
指導費

月 4 回（末期の悪性腫瘍の患者等の場合は
週2回かつ月8回）まで 　
1 単一建物居住者 1 人 

2 単一建物居住者 2 ～ 9人 

3 単一建物居住者 10人以上（①および②以外）

薬局の
薬剤師が
行う場合 

単位

509

377

345
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「地域連携薬局」及び「専門医療機関連携薬局」への対応

調剤報酬点数表（令和2年 4月1日施行)

認定薬局の基準（地域連携薬局の場合）

●患者が安心して相談しやすい体制
→構造設備 (プライバシーへの配慮、バリアフリーへの配慮 )

●医療提供施設 (医療機関、薬局等 )との連携体制  (顔の見
える関係づくり )
→地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加

→医療機関や薬局との情報共有の体制 (外来、入退院、在宅)とこれ
　らを担保する実績(医療機関への情報提供の実績:月30回以上)

●地域でいつでも相談・調剤できる体制への参加 (薬局間
の連携など )
→時間外への相談対応、休日・夜間の調剤対応、薬剤の提供、地域の
　DI室の役割、特殊な調剤への対応 (麻薬、無菌製剤処理)

●一定の資質を持つ薬剤師が連携体制や患者に継続して
関わるための体制
→常勤薬剤師の勤務体制 (半数が継続1年以上勤務 )、研修修了薬
　剤師 (常勤薬剤師の半数終了 )、計画的な研修受講、医療安全対策

●在宅医療に対応する体制
→在宅訪問の実績 (月2回以上 )、医療機器・衛生材料の提供

特定の機能を有する薬局の認定制度が創設

薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に
適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認め
られる薬局について、都道府県の認定により名称表示が
可能になります。

・入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地
　域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる
　薬局（地域連携薬局）

・がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応
　できる薬局（専門医療機関連携薬局）

 参照 :福岡県保健医療介護部薬務課(令和3年5月)

○○薬局
地域連携薬局

○○薬局
地域連携薬局

○○薬局
地域連携薬局 地域連携薬局

の機能
～～～～
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在宅診療への対応とM&A

オンライン服薬指導の導入・稼働

オンライン服薬指導の流れ
①オンライン診療の実施

②処方箋の共有 ( 受付 )

③オンライン服薬指導

④会   計

⑤薬剤の配送

←
←

←
←

　オンライン服薬指導は、上記の①から⑤の流れで行われます。
　近年の人口減少・少子高齢化、そして今般のコロナ禍により「医療ニーズ」と「受診形態」は明らかに変化しています。このような局面の中で、
今後「オンライン服薬指導」は、地域の調剤薬局として機能していく上で欠くことの出来ない重要な取り組みとなることが予想されます。
　なお、オンライン服薬指導を実現するためには、システム導入にかかる費用、患者様への説明等にかかる業務負担や人員の確保、配送業務に
かかる費用負担など、解決しなければならない課題もありますが、「患者の流れを早期に確保する」意味では積極的な対応が望まれます。

処
方
せ
ん
受
付

診療所又は病院 患　者 調剤薬局

②
処方箋情報の共有

⑤
薬剤の配送

④
クレジットカードや
アプリにて会計

オンライン診療 オンライン
服薬指導

① ③

在
宅
診
療
へ
の
対
応 法人(又は店舗)を譲渡後も

勤務薬剤師として
地域の医療・介護へ貢献

現在の処方元

近隣の院内処方医療機関

他薬局店の処方元

開業間もない在宅専門医療機関

上場大手チェーン

地場有力チェーン

開業予定の薬剤師ほか

「既存処方元との連携強化」又は「他クリニックとの連携開拓」

Ｍ＆Ａ

単
独
で
の
対
応

提
携
に
よ
る
対
応

対応策 1

対応策 2

　本頁では、『在宅診療』への対応策として2つの案を提示させていただきました。１つは「単独での対応」であり、もう１つの方法としては
「提携による対応」です。
　弊社では、後者の「提携（M&A）による対応」のご支援が中心になりますが、これ以外にもオンライン服薬指導への対応（外部専門業者との

提携による）や後継者問題等の経営課題も解決できるものと考えています。また、ご支援にあたっては『いかに自局を継続させていくか』と
いう視点で各種の助言をさせていただいております。

「処方箋の内容や薬の量から判断して
在宅患者の獲得を図る」あるいは、「往診
や訪問診療に協力していただけるドク
ターを探す(営業開拓)」
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ノンネームの提示

秘密保持誓約書差入

御見積書提示

ノンネームの作成
候補先の提案

企業概要書
（詳細資料）の入手

意向表明書の提出
提携仲介契約

売買価格、各条件等の交渉
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買収監査（デューデリジェンス）

最終条件の交渉

売買代金の決済（クロージング）等

基本合意書の締結

最終契約の締結

調剤薬局業界の寡占化

特別料金体系 （※稼働店舗が2店舗までの事業者が対象です）Ｍ＆Ａ手続きの流れ

小規模店と大手チェーンの現状

Ｍ＆Ａのポイント

1. 各店舗の立地

2. 処方元
 (1) 診療科目
 (2) 医師の年齢
 (3) 後継者の有無

3. 処方箋
 (1) 枚数
 (2) 技術料の割合
 (3) 集中率

4. 薬剤師
 (1) 年齢
 (2) 在籍年数
 (3) 継続勤務の意思

5. 企業評価額
 (1) 時価純資産
        + 営業権
 (2) EBITDA倍率を含む
   類似会社比準方式

項　　　　目 判　定

集中率：42点 or 26 (21・16) 点 不利
(高い)

固定費 不利
(高い)

自由度 不利
(低い)

法改正の影響 不利
(大きい)

かかりつけ薬局としての対応 方針次第

オンライン服薬指導への対応
有利

(柔軟性高い )

後継者問題への対応
有利

(ノウハウ保有 )

応需先ドクターの高齢化への対応 有利
(統廃合 )

仕入れコスト 有利
(安い )

求人コストの負担・応募状況 有利
(高額・苦戦 )

薬剤師の確保 有利
(苦戦 )

薬剤師の教育機会 有利
(多い )

在宅への対応 有利
(取組中 )

判　定

有利
(低い)

有利
(低い)

有利
(高い)

有利
(小さい)

方針次第

不利
(柔軟性低い )

不利
(ノウハウ不足 )

不利
(死活問題)

不利
(高い)

不利
(少額・悪い )

不利
（困難 )

不利
(少ない )

不利
(不十分 )

小

　
規

　
模

　
店

大

　手

　チ

　ェ

　ー

　ン

大手調剤薬局 シェア率15～20％

今後、寡占化が
進んでいく

Ｍ＆Ａに関する仲介手数料を以下の2パターンから選択できます。

※Aのポイント
　・初期費用が抑えられます。
　・初期費用に関する補助金※1の給付申請ができません。
　  ※1事業承継・事業引継ぎ補助金

※Bのポイント
　・初期費用は発生しますが、成功報酬が発生しません。
　・初期費用に関する補助金※1の給付申請が可能になります（諸条件を満たす場合）。

[ 注意事項 ]
　1.弁護士による契約書作成費用、その他の臨時費用等は考慮していません。
　2.記載金額については別途消費税が発生します。
　3.詳細については、弊社の個別見積書等を十分ご確認下さい。

Ｂ 成功報酬0円パターン

（基本合意契約締結時） （最終合意契約締結時）

着 手 金
50万円

中 間 金
100万円

成功報酬
  0円！

Ａ 着手金0円パターン

（基本合意契約締結時） （最終合意契約締結時）

着 手 金
0円

中 間 金
100万円

成功報酬
(売買金額の10%)

※

調剤薬局のＭ＆Ａ

オススメ！

※弊社では、譲受希望者の報酬体系について、意向表
明書を提出していただくまでは費用が発生しない
形をとっています。
　このようにすることで、譲渡希望者の機会損失に
ならないように取り組んでいます。
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